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1．問題の所在

2002（平14）年の学校教育法改正により創設された
「認証評価制度」は、所期の目的を達しつつあるように
も見える一方で、未だ多くの課題が山積している。

そこで本稿では、まず認証評価法制の運用におい
て、これまでどのような課題の存在が認識されてきた
かを摘示する。そして現行認証評価が、いくつかの重
要な課題を抱えていることを踏まえ、それらを4つの
視点から論点整理し、各論点の考察を行う。最後に、
そうした重要課題の解決の端緒となることを期待しさ
さやかな提言を提示する。

2．現行認証評価システムの射程

認証評価制度の運用に合わせ、2004年に公布された
「学校教育法第百十条第二項に規定する基準を適用する
に際して必要な細目を定める省令」（いわゆる「認証評
価細目省令」）は、認証評価基準としての「大学評価基
準」の大綱的枠組みを提示した。また2016（平28）年、
改正学校教育法施行規則は、大学・学部・学科等の別
に「入学者受入れ方針」、「教育課程編成・実施方針」、

「卒業認定・学位授与方針」の「3つの方針」を策定・公
表することを法定化した。そして、同年の改正認証評
価細目省令は認証評価機関に対し、「3つの方針」及び
大学の「内部質保証」に関する事項を「大学評価基準」
中に追加するとともに、「内部質保証」を認証評価にお

ける重点的評価項目とすべきこと、を義務づけた。さ
らに、2022年9月の大学設置基準の改正により、自己
点検・評価の結果に加え「認証評価」の結果を踏まえ、
大学の教育研究水準の向上を図るべき旨が設置基準中
に明定された（第1条第3項）ほか、2025年施行予定の
改正認証評価細目省令により、大学評価基準に定める
べき事項に、「学修成果の適切な把握及び評価」が追加
されることとなった。

ところで、現行認証評価細目省令は認証評価機関に
対し、各大学の「特色と教育研究の進展」に資するよう
なものとして、大学評価基準を設定することを大前提
として求めている一方で、大学設置基準の充足状況の
確認に加え、設置認可時に大学等が文部科学省に提出
した改善・充実計画に対する当該大学の対応状況を把
握（「設置計画履行状況等調査」）すること、も認証評価
の射程の範囲内に収めることを求める法制度上の仕様
となっている。このことは、同細則省令が、学校種に
対応した省令・設置基準を認証評価の最低要件として
位置づけ、その充足状況の検証を通じて大学の質保証
を行うこと、大学の特色ある発展の誘因となるような
規範的仕掛けを介し、大学の改善・改革を支援するこ
と、という2つの一見相対抗し合うような責務の履行
を認証評価機関に求めたものとして理解できる。

このほか、a）2019年改正学校教育法により、認証
評価機関から「不適合」判定を受けた大学は、文部科学
大臣に対し、教育研究状況に関する報告・資料提出が
義務づけられたこと（109条5項）、b）同年の改正私立
学校法において、法人の中期計画作成に当り、認証評
価結果を踏まえることが、同様に義務づけられたこと
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（第45条の2第3項）、の2点も、「内部質保証」の有効
性評価を担う認証評価の在り方と関連づけられるもの
として特記しておきたい。前者については、学習成果
の達成度評価を軸とする「内部質保証」の有効性評価が
認証評価の中軸を成してきたことと相俟って、その評
価結果の帰趨が国による行政処分と連動する潜在的可
能性が高められたこと、後者については、法人の中期
計画を認証評価結果と関連づけることを必須的要請事
項としたことで、同評価が、大学の教学事項を経営・
財務面から支える法人運営にも多大な影響を及ぼすこ
ととなったこと、に意義が認められる。

以上の記述を踏まえ、本章では、a）学習成果の評
価・把握を軸とする「内部質保証」の有効性評価が、認
証評価における重点評価項目としての位置づけを獲得
したこと、b）認証評価の審査過程において、法令適
合性審査が、大学の諸活動の質を問う上での基本要素
とされるという法構造上の仕掛けとなっていること、
c）認証評価の結果が「適」、「不適」を伴うものとして
位置づけられるに至ったこと（認証評価の効力の継続
性の問題）、d）認証評価結果のフィードバックの態様
が、大学の教育研究機能の有効性を推し量る重要な要
素として位置づけられたこと（法人の中期計画と認証
評価の結果を連動させるよう求めた私学法改正を含
め）、の4点を次章以下の考察の基本的視点として押
さえておきたい。

3．認証評価の在り方に関するこれまでの課題

認証評価の実施周期がおおよそ一巡した後に公表さ
れた2013年4月の経済同友会「大学評価制度の新段階
─有為な人材の育成のために好循環サイクルの構築を
─」は、認証評価の課題として、a）評価結果は公表さ
れているものの、大学教育の成果を評価する機能が不
十分なこともあり、学生・保護者・企業等の多くの間
で認識も参照もされていない、b）評価目的が大学構
成員間で理解されていないことに加え、大学として教
育の成果を明確化できない結果、自ら掲げるビジョン
と現状との乖離に対し、何をどう改善すべきなのか把
握できず、改革サイクルのスタートラインにすら立て
ない事態にある、といった諸点を摘示した（1）。同時

期、関口は、大学第三者評価一般に内在する課題とし
て、評価結果を踏まえて改善や将来計画への提言が学
内の評価担当部署からなされても「それとは無関係に
施策や計画が策定」されるなど、評価結果がPDCAと
乖離した状態に置かれている現状を指摘した。これに
加え、そこでは、「評価」が、未来志向とは異なる「過
去の難点を掘り起こす嫌なもの」と認識する傾向すら
見られ、「嫌いだから疲れる」という「評価疲れ」を助
長する端緒となりかねないことが危惧されていた（関
口、2011）（2）。同時期の認証評価実務責任者による論
攷においても、大学の「自己点検・評価」で抽出された
問題を解決するための道筋が立てられていない、自己
点検・評価結果を改善に結びつけるメカニズムが不在
である、といった趣旨の指摘がなされていた（工藤、
2013）（3）。

認証評価2巡目のさなか、文部科学省関係者は、そ
の論攷中で、大学の「教育研究活動の改善のための『循
環過程』が必ずしも内在化されているとは言えない状
況」にあることを指摘した（伊藤、2016）（4）。この時期、
早田は、認証評価受審用の自己点検・評価報告書には、

「凹凸がそぎ落とされた無難で平板な書きぶり」の大学
が多く見受けられ、斬新な改革を行っているとして世
評の高い大学でも同報告書の記述からそうした営みの
一端を見出すことが困難である場合すらある、旨の感
想を示した（早田、2016）（5）。

ところで、大学基準協会は、認証評価2巡目に、
「学習成果」を基本に据えた教育展開の必要性と、「内
部質保証」を重視する姿勢を鮮明にしたが、「学習成
果」や「内部質保証」の概念・定義づけの不明確性と認
証評価機関による両概念の周知不足などが相俟って、
その意図が大学関係者の間に十分浸透することはな
かった。こうした状況に対処すべく、認証評価第3巡
目を目前に控え、大学基準協会は、「大学評価基準」全
体を各大学の「内部質保証」を確認するための規範構造
に転換させる、ことを内容とする大幅改訂を行った。
すなわちそこでは、「大学評価基準」における評価対象
領域の設定順序において、それまで下位に置かれてい
た「内部質保証」を「基準1『理念・目的』」の次に位置
づけ、大学の「理念・目的」の確認の上に立って、「内



「大学評価基準」の在り方を中心とした認証評価の課題・展望﻿

− 23 −

部質保証」の全体構造の説明を大学に求め（基準2「内
部質保証」）、その具体的内容について、大学が「基準
3以降の個別基準別に示された具体的な基準」でその
適切・妥当性を検証する、という変更がなされたので
ある。加えて、「基準4『教育課程・学習成果』」が、大
学の学位授与方針及び教育課程編成・実施方針に基礎
づけられた「学習成果」の達成度測定と測定結果の教育
改善への反映状況を認証評価を通じ評価するという規
範構造へと変更された。この「大学評価基準」の改訂に
より、「一連の教育活動上のプロセスにおけるPDCA
の適切性について、大学がどのように点検・評価して
改善に結びつけているかを確認」するという規範構造
上のフローの確立が試みられた（田代、2023）（6）。

このような規範構造上の変更を中核に様々な工夫・
努力が同協会関係者によりなされたこともあって、2
巡目と比較し、「学習成果」の測定のためのツールであ
るルーブリック、ポートフォリオを導入した大学や、
カリキュラムと「学習成果」の関連性をカリキュラム・
マップ等を介して可視化した大学の数が次第に増えて
いった。しかしその一方で、基準適合性との関連にお
いて認証評価結果として、「学習成果」と測定方法の関
係性が不明瞭で、多角的かつ適切に「学習成果」の測定
がなされていない、測定結果を教育改善に生かすこと
ができていない、などの指摘もなされていた。そして
何よりも大きな課題として浮上したのが、a）「学習成
果」の測定・評価を「内部質保証」の軸とし、「そのシ
ステムを稼働させるという意義」について十分な理解
が得られなかったこと、b）多くの大学が単位修得と
卒業認定の可否に注力・腐心し、「学習者の学習利益の
基盤を構成しているはずの『学習成果』達成への理解・
認識」が浸透していない状況にあったこと、などの点
であった（田代、2023）（7）。

なお、大学基準協会の「大学評価基準」の基本原理に
密接に関わる問題として、「基準1理念・目的で『学問
の自由を保障し』とあるが、具体的にその自由の保障
に関する点検項目はない」とした批判がなされたこと

（羽田、2023）（8）には、特に留意する必要がある。なぜ
なら、「学問の自由」の保障は、最高法規である日本国
憲法に規定され（第23条）、我が国大学法制の基礎を

成す根本規定である以上、学校教育法の枠組のなかで
運用されている認証評価制度においてもこれを軽視す
ることは許されないからである。

ところで認証評価制度の主要な運用上の課題は、
「学習成果」の達成度評価を軸に展開される「内部質保
証」の結果が大学の改善・改革に反映されていない、若
しくは「内部質保証」の枠組のなかで営まれるべき自己
点検・評価が、当該大学の将来計画・ビジョン策定と
無関係に進められている、という指摘であった。ま
た、認証評価の主目的を「法令適合性」審査にあるとの
意識が、改善・向上の契機として認証評価を積極的に
活用しようとする大学の意欲の阻害要因となっていた
可能性も拭い去ることはできない。とは言え、大学基
準協会は、上述の如く、「大学評価基準」における評価
対象領域の設定順序を抜本的に改めるなど、規範構造
上の工夫を凝らし、そうした課題に部分的に対処しよ
うとしたのである。

次章では、第4巡目の認証評価を見据えた大学基準
協会の「大学評価基準」の改訂動向を踏まえ、上記諸課
題の検討を試みる。併せて、認証評価のフォローアッ
プ機能向上の課題と関連づけて、認証評価の効力やそ
の有効期限の在り方に関し、若干の私見を提示した
い。

4．	指摘された課題に対する論点整理

（１）�「内部質保証」を軸とした「大学評価基準」の系統
性確保と「学習成果」可視化

「内部質保証」の組織化を大学の発展のための制度的
契機とする認証評価の役割強化に向け、第3巡目の認
証評価を目前に改訂された「大学評価基準」の規範構造
は、今回の基準改訂によっても維持されている。そし
て各基準に即して設定されている「評価項目・評価の
視点」の活用の在り方について、そこでの点検・評価
の系統性・順次性を担保すべく、大学に対しこれら項
目・視点に依拠して「制度・取り組みの静態的な面だ
けではなく運用実態やアウトプット、アウトカムの情
報も踏まえて現状を分析し、評価」するよう求めた（9）。

基準本文について見ると、前述の認証評価細目省令
の改訂動向を踏まえ、教員組織の整備に必要な要素と
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して、「学習成果の達成につながる教育の実現」と研究
成果の発現への貢献の2点を明示した。また、このこ
ととの関連において「大学基準の『解説』」部分でも、a）

「内部質保証」の枠組中で、「学習成果」の達成に対応し
た教育水準の維持とその証明を行うこと、b）「内部質
保証」中に「学生の意見」を反映させること、c）学生の

「学習実態」、「学習上の成果」を公にし、社会的理解を
得ること、d）学生の「多様性」の促進と学習環境の適
切な整備を行うこと（入学者選抜や学生支援に当って
の「多様」な背景をもつ学生への配慮や、「個人の尊厳」
に基づく学生の人権への配慮等）、などが明定された。

このように見ていくと、今次の基準改訂により、
「内部質保証」を「基準1『理念・目的』」の次に位置づ
け、大学の「理念・目的」の具現化に向け「内部質保証」
の効果的稼働を図る中で、教育研究活動を構成する諸
要素を個別具体に検証するよう求めるという、「大学
評価基準」の趣旨が一層明確となった。その一方で、
大学の将来を見据えた中・長期計画について、「大学基
準の『解説』」の「10大学運営・財務について（1）大学
運営」が、法人組織との協働の下、学長のリーダー
シップの下でその方向性を示すことなどを定めた。但
し、この点については、「計画」と「内部質保証」の結
果がどう連動しているのか、が不分明な感は否めな
い。また、内部質保証プロセスにおける個別検証事項
として位置づけられている教育研究活動の各要素の中
には、「最低基準」として位置づけられる法令由来事項
と、認証評価に固有の向上基準に依拠した事項が混在
しており、後述するように、そのことが基準の系統
性・順次性の十全確保の阻害要因となっているように
も見える。

ところで大学基準協会の基準が、学生に対する大学
教育への公正なアクセスの確保、学生の学習者利益の
保障、といったいずれも、「個人の尊厳」に根差した人
権保障の視点に立脚した事柄を敢えて明文化したこと
に対し積極的な賛意を表したい。そうであれば、前記
趣旨を一層明確化するとともに、グローバルな流れと
して、「多様性（diversity）」、「公平性（equity）」、「イ
ンクルージョン（inclusion）」の3原則の下で大学質保
証の営為を進めることが今日的要請となりつつあるこ

とに鑑み、今後予定される基準改訂に当っては、「公
教育」における「教育の機会均等」を学習者に対する基
本的保障事項とする憲法26条第1項の趣旨を「大学評
価基準」中に明記することも検討されてよい。

（２）「最低基準」と「向上基準」の意義・内容の明定化
認証評価制度発足当初より、同制度の主眼が法令適

合性審査に置かれるなど審査基準が最低要件の確認に
とどまっているとの指摘がなされていた。このことに
伴い、受審大学側も、認証評価に臨む姿勢として、量
的基準やそれに準じた指標を法令適合性要件と判断す
る傾向が助長されてきたようにも見える。

その大きな要因として、大学の「最低基準」の充足状
況の確認を通じた「質保証」と、大学の特徴の伸張を期
す「評価」を誘引する「向上基準」が、規範構造上、受
審大学側にとって認識しづらい状況にあったことが挙
げられる。「大学評価基準」に即して作成した受審大学
の自己点検・評価報告書が、大学固有の「特色」や更な
る向上に必要な「要解決課題」がそぎ落とされた平板な
記述に終始していた所以もこの点に求められよう。

ところで、「大学評価基準」の文言は「各大学の特色
ある発展」を阻害しない弾力的なものであることが建
前とされている。しかし基準本文にとどまらず、解釈
規範である「大学基準の『解説』」の文言までもが「弾力
的」であるが故に、受審者・評価者の双方が「最低基
準」と「向上基準」を区別する境界への認識が曖昧で
あったり、その認識にずれが生じたりすることで、大
学固有の事項（特色事項）の評価が適切になされないの
みならず、適用基準に対する評価者間の解釈上の相違
が原因で、一部大学に対し評価結果が不利に作用し基
準適用上の平等性の確保が維持できない状況の現出す
ら危惧される状況にある。

そこで上記のような基準適用上の弊害を除去するた
め、学校教育法制の関係規定を基礎に設定された最低
要件と、大学の特色をあぶり出しその伸張を図ること
に規範面から寄与できる向上基準について、その各位
置付けを明確化できるよう「大学評価基準」における規
範構造上の区別とその各々に応じた表現上の工夫をす
ることが検討されてよい（例えば、米国の教育機関別
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アクレディテーション機関で制度導入がなされている
ように、アクレディテーションに適用される「最低基
準」と「向上基準」を各々分けて基準設定するなど）（10）。

（３）認証評価結果の効力の持続性問題
認証評価では、国法により7年周期での受審を各大

学に義務づけているが、認証評価機関は、「7年」とい
う区切りで「定点観測」としての基準適合性確認を行う
ことで、当該法制に対処してきた。2019年改正学校
教育法により、認証評価機関による「適」、「不適」の判
定権行使が法定化（109条5項）されたとはいえ、その
ことが、認証評価結果の効力における継続性の帰趨を
直接左右する制度的立て付けとはなってはいない。

のみならず「適」であったものが、次回受審時以前の
期間中に、「最低基準」としての「大学評価基準」の該
当項目が不適合状態に陥ったとしても、極めて稀な
ケース（11）を除き、認証評価機関の「適合」判定の効果
が7年間持続することが事実上容認されている。しか
し、大学質保証のグローバルな通用力が、制度上の裏
付けを伴い持続的に要請される今日的状況の下、現下
の認証評価の仕組み自体の再検討が必要と考える（米
国の教育機関別アクレディテーションでは、「フォ
ローアップ」活動と連動した「モニタリング」が強化さ
れ、アクレディテーションの効力の期間継続性が保障
されない仕掛けへと変わりつつある）（12）。

そこで我が国認証評価が、「大学の質保証」と「改
善・向上の支援」という2様の役割を同時に果たすため
には、a）前者の機能に対応させ、大学として充足が必
須的に求められる「最低基準」の遵守とともに、「向上
基準」の充足に向けた真摯な取組を、証拠の裏付けの
下で審査・判定すること、b）後者の機能に対応させ、

「向上基準」のより高度な充足へと大学をいざなうこと
ができるフォローアップの組織的実施に加え、定常的
な「モニタリング」を介し、「質保証の効果」の持続性
を担保する仕組みを稼働させること、が必要となろう。

大学評価をめぐる国内外の社会的、政策的要請等を
勘案する限り、「大学の質保証」と「改善・改革の支援」
という要求に同時的に対応するため認証評価機関に
は、フォローアップ活動としての各種セミナーや広報

活動と併行させ、7年を周期とする認証評価プロセス
の運用の中で、これまで踏襲されてきた「改善報告書」
の提出要請、「重要な変更（substantive change）」の届
出義務、といった「モニタリング」的性格の営みの一層
の充実・強化策の展開が求められる。このことは、我
が国認証評価システムが、従来の「定点」評価を見直
し、7年という期間を通じた「プロセス」評価への転換
が要請されることを意味している。それは、一定の時
間的経過を伴うPDCAを内蔵した「内部質保証」に対
する有効性評価が、認証評価における重点評価項目と
されていることとも整合している。

（４）「大学評価基準」の普遍的理念の明確化
大学基準協会「大学評価基準」は、「大学基準　趣旨」

の冒頭で、大学は「学問の自由を尊重」することを基本
的使命とする旨宣明する。ここでは、大学が、憲法保
障事項である「学問の自由」の保障の下、社会から負託
された教育研究機能を適切かつ十全に履行すべきこと
が宣言されている。しかしながら、前述の如く、同基
準中に「学問の自由」の保障を具現化した点検・評価項
目が不存在であることを理由に、その趣旨が実質的に
空洞化されている旨の指摘もなされている。同指摘は
併せ、「認証評価機関は、大学教員を評価の対象とす
るのみで、主体としてその専門的見地を活かそうとは
していない。………つまり教員は客体であって主体的
に教育を評価する存在ではない」と批判する（13）。

こうした批判に徴し、あらためて大学基準協会の新
規改訂「大学評価基準」の内容確認を行うと、教員人事
の適切性確保やその地位保障、適切な研究環境の整備
等、教員への配慮を示す定めが存する一方で、a）教員
の業績を評価する仕組みの適切性・有効性、b）教員組
織の適切性の検証、c）教育研究・社会貢献活動に必要
な資質・能力の向上（FD）の取組の強化、など、同基
準が学生の学習者利益重視の姿勢を鮮明にしているの
とコントラストを成すかのように、教員の立場が「評
価の客体」としての位置づけにとどまっている観がな
くもない。

ところで、アクレディテーションの母国である米国
憲法には、修正第1条が精神的自由を保障する一方
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で、「学問の自由」の保障条項は明文としては存在しな
い。同国では、「大学の自治」の保障条項も不存在であ
ることと相俟って、大学教員に対し、一般市民とは区
別された「特権」として「研究活動の自由」が憲法上保
障されてはいないのである（但し、教員の身分保障は、
修正第14条の「デュー・プロセス」条項の下で確立さ
れている）（14）。もっとも、アクレディテーション基準
では、大学理事機関の組織体制とその運用上の健全性
が確保されるという条件の下、「学問の自由」は大学に
とっての遵守事項であり、そのための規定整備もなさ
れている。これを具体的に見ると、「西部地域大学・カ
レッジ委員会（WASC�Senior�College�and�University�
Commission,�WSCUC）」は大学に対し、「『学問の自由

（academic� freedom）』に関する方針を公表・保持」す
るとともにその遵守を求めている（CFR1.6）（15）。また、

「 北 中 部 地 域 高 等 教 育 委 員 会 」（ Higher�Learning�
Commission,�HLC）は大学に対し、教育研究活動を通
じ「真理（truth）」の探求を行うため、「学問の自由�

（academic� freedom）」と「表現の自由（freedom�of�
expression）」を堅持すべきことを求めている（2.D）（16）。
そして両機関とも、その基本原理に依拠しつつ、自律
性に根差した十全な教育研究活動を支える諸条件の確
立に関する個別具体の規定を設けている。

一方、日本国憲法は、我が国固有の歴史的経緯も
あって、憲法23条で「学問の自由」の保障が明定され
るとともに、そこに「大学の自治」の制度的保障が包含

され、両者相俟って「教員の研究活動の自由」が保障さ
れるなど、教育研究者としての大学教員に対し十全な
憲法保障が施されている（17）。

このように見ていくと、「大学評価基準」の本来的在
り方として、「学問の自由」、「大学の自治」の憲法保障
の下で、大学教員の地位・身分の保障を基本的前提に、
その活動を更なる高みにいざなうモチベーションを包
摂した条規や点検・評価項目の設定がなされるべきで
ある。そのことにより、「大学評価基準」それ自体が、
認証評価の求める「内部質保証」の営みに積極的関与
し、学生に期待される「学習成果」の産出に貢献可能な
教育研究活動に邁進する有為な契機を、「教員」に対し
提供する結節点となり得よう。

5．�高等教育質保証の展望と認証評価機関の責
務─むすびに代えて─

現在、認証評価システムで最も重視されているの
は、言うまでもなく、「学習成果」の達成度評価などア
ウトカムの達成状況の検証を軸とした大学の「内部質
保証」の機能的有効性を「外部評価」を介して検証する
ことにある。

すなわち、そこで求められているのは、「内部質保
証」活動、計画策定・実施活動をそれぞれ別個のもの
として捉えるのではなく、両者を有機的に関連づける
ことによって、各大学の特色ある発展を支援すること
に認証評価の眼目がある、と考えられる。

図　内部質保証と計画・構想・アウトカムー関係図ー

ミッション・計画等に基づくアウトカ
ムの設定

組織・体制の編成、条件整備と
活動展開

・インプットの充足度確認を

基に、アウトプット評価、アウ

トカムに導くプロセスの評価

・アウトカムの達成度評価

・ミッション・計画等の存続・見直

しの検討。

・計画等の改訂や新計画等の

策定（アウトカムの見直しを含む）

「3つの方針」に依拠し
た教育の営みを中心軸

に据えつつ

「学問の自由」と
学生の学習権の保障
を支柱としたもの

・教学上の計画や
期待される「ア
ウトカム」等に
係るものが基本
・文部科学省「設
置計画履行状
況等調査」、私立
学校法上の「中
期計画」などの
法令由来事項と
の整合性にも留
意が必要

「最低基準」と「向上基準」の
区別を考慮に入れた内部評価
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認証評価の求める「内部質保証」のプロセスでは、
PDCAサイクルを有為に機能させる中で、大学が策
定した計画の実施状況を検証し、新たな計画策定に向
けた取組に臨むことが必須となる。そこに言う「計画」
の中には、教学部門の教育研究計画や「構想」が基本に
据えられるとともに、法人部門の「中期計画」や文部科
学省に報告すべき「設置計画履行状況等」の確認など、
法令由来事項も含まれている。

�我が国高等教育は、憲法の保障する「学問の自由」や
「教育の機会均等」の原理を頂点に、公教育を規律する
学校教育法制とともに、同法制の下、大学等の設置認
可以降の事後評価を通じた大学質保証のための自律規
範としての「大学評価基準（＝認証評価基準）」の2層で
構成される「高等教育規範体系」を基礎に制度化されて
いる。その共通基盤を背景に、認証評価機関と政府が
親和的、協働的な関係の中で所期の目的実現が追求さ
れている（18）。大学の自主的、自律的取組を基調に各
大学の計画策定活動と連結した「内部質保証」が認証評
価の最重点項目として位置づけられている所以も、そ
こに見出すことができる。

戦後まもなく発足した大学基準協会は、大学間の相
互信頼の絆を通じ、「大学評価」の開発・展開に寄与し
てきた。そうした豊富な実践経験の下、大学質保証に
係る高度なスキルや「技術」が、協会内部に、組織的・
系統的に培われてきた。今、大学を取り巻く国内外の
環境・条件の変容に機敏に対応し大学質保証の方途を
効果的に企画・実施することが、認証評価機関全体の
必須的要請となっている。このような環境変化に適切
に順応するためには、外部評価の営みを「術」の域にと
どめずに、大学質保証システムの一層の高度化と透明
性の確保を基礎に、「大学評価基準」の規範構造とその
適用の在り方を科学的見地から分析できるような「学」
としての「大学評価論」の構築に歩を進めることが大切
である（19）。そしてその先駆けとして、大学基準協会
が、同協会に附置された「大学評価研究所」を受け皿
に、評価実務と有機的に関連づけられた企画・調査研
究機能をこれまで以上に強化し、グローバルな対応力
を備えた認証評価の十全なシステム化を希求していく
ことが求められる。
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［Abstract］
The purpose of this study aims to clarify the challenges and the solutions to the Institutional Certified 

Evaluation and Accreditation through an inspection of JUAA“University Standards and its Rationales”.
So first, this paper surveys the legal structure of the Institutional Certified Evaluation and Accreditation.
Second, this paper examines the following points, a ） the establishment of consistency at the Evaluation 

Standards, b） the relationship between “ minimum requirements” and “enhanced criteria”, c）the validated period 
of the Institutional Certified Evaluation and Accreditation, d ） value of “Academic Freedom” at the evaluation 
standards.

Finally, this paper predicts a future picture of the Institutional Certified Evaluation and Accreditation and the 
reinforcement of the research function by the evaluation agencies at the higher education quality assurance field.
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